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物品の購入時おける源泉徴収
税法194条Q

物品の販売

► 支払額がINR5百万を超える場合

► 適用される源泉税率は0.1％（PANまた
はAadaarカードががない場合は5%）

2021年7月1日から施行予定

買い手 売り手
► 売上高またはグロス取引額が1億

ルピーを超える場合

► もし対象取引がTDSまたはTCSの
対象である場合は対象外（税法
206C(1H)を除く）

► 206条C(1H)のもとTDS/TCSの両方
が対象の場合、194条Q both apply, 
TDS u/s 194Qが優先される

► 該当年度にてINR5百万を超え
る物品を販売する場合

► Credit of TDS in year in which 
corresponding income in 
assessable

買手のコンプライアンス: １）源泉税の納付＋２）四半期毎の申告＋３）源泉証明書の発行

主な影響

キャッシュフ
ロー

IT／ERPシス
テム（金額の
照合、トラッ
キング）

Form26での
照合

コンプライア
ンスと追加の
ドキュメンテ
ーション

検討事項

► 買い手の売上高に関する確認

► ディスカウント、貸倒れ、値引き等への対応

► 分割、前払い、相殺による支払いへの対応

► GST部分への源泉要否?
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TDS/TCSに対するより高い税率の適用
インド税法 206条AB および 206条CCA

対象年度に先立つ過去2年
度で未申告

(+)
過去2年の調査年度（AY）に
おいて税法139条（1）による
申告が期限切れ

(+)
2財務年度（FY）においてTDS
およびTCSの合計額が
INR50,000以上

*特定の事業者／個人とは:

► 納税番号（PAN)がない場合、TDS/ TCSのより高い税率が適用される t

► 税法の新規定である206条AB and 206条CCAの税率 または

► 税法206条AA/ 206条CCの税率

► インドにPEがない非居住者（NR)は適用対象外

税法にて該当する規定の指定する税率の2
倍

または

施行されている税率の2倍

または

5%

2021年7月1日から特定の事
業者／個人に対する取引時よ
りに高い税率でのTDS＆TCS
が必要となる

検討事項 IT/ ERPシステム
RPAによる自動

化
仕入れ先／顧客
との追加の確認
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